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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年９月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行           

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年９月４日（土） ０１時２０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前崎港西防波堤東灯台から真方位０９５°１１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３７.９′ 東経１３８°１３.８′） 

事故調査の経過  平成２２年９月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 福
ふく

洋
よう

丸、４.８トン 

   ２４２－１７２３４静岡、個人所有 

   １０.９９ｍ（Lr）×２.６５ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

    ディーゼル機関、２４２kＷ、平成３年１２月１２日 

Ｂ モーターボート BIG
ビッグ

 BIRD
バード

 Ⅱ、５トン未満 

   ２４２－７４７２静岡、個人所有 

   ５.９０ｍ（Lr）×２.０９ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

    ガソリン機関、５５kＷ、昭和５５年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 昭和５１年９月３日 

免許証交付日 平成２１年１２月９日 

           （平成２６年１２月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 昭和５１年６月４日 

免許証交付日 平成１８年１２月１８日 

（平成２４年２月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ３人（船長Ｂ、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２） 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に破口を伴う損傷 

Ｂ 左舷船首外板に破口を伴う損壊 

 事故の経過 

 

Ａ船は、御前崎港において、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客２人を乗

せ、船長Ａが、舵輪後方の椅子の上に立ち上がり、操舵室天井に設けられ

た小窓から上半身を出して右足で舵輪を操作し、約６.５ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で同港沖の釣り場に向かった。 

船長Ａは、出航時から、船首甲板で釣り道具の仕掛け作りをしている釣

り客の手元を照らすように２００Ｗのハロゲン灯の作業灯２個を点灯し、
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御前崎港外波除堤灯台から御前崎港防波堤Ｂ灯台の間を通過後、釣り客の

ために船首甲板を照らしていた作業灯を消してから、港外に向けて約０.５

海里北北東進した頃、平成２２年９月４日０１時２０分ごろ衝撃を受けて

Ｂ船と衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り仲間２人を乗せ、船長Ｂが舵輪

後方の椅子に腰掛けて手動操舵に当たり、約５.４kn で係留地の御前崎港

のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）に向かった。 

船長Ｂは、右舷方に見えていた本件マリーナの桟橋照明灯を見ながら港

内に向けて南南西進し、港口である西防波堤東灯台の西方を通過し、本件

マリーナの桟橋照明灯の北端付近に向け右転を開始したところ、衝撃を受

けてＡ船と衝突したことを知った。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂ１は頭部外傷を、同乗者Ｂ２は顔面外傷及び口腔内裂

傷をそれぞれ負った。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて御前崎港に着岸したが、その後、修理費を

考慮して廃船処理された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 Ａ船は、法定灯火を表示していた。 

船長Ａは、操舵室天井に設けられた小窓から上半身を出していたので、

レーダー画面を見ていなかった。 

Ｂ船の法定灯火のスイッチは「入」となっていた。 

Ｂ船にレーダー装備はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

なし 

Ａ船は港外に向けて北北東進中、Ｂ船は港内に

向けて南南西進して右転中、御前崎港において、

両船が衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、前路の適切な見張りを行っていなか

ったことから、入港するＢ船に気付かなかったも

のと考えられる。 

船長Ｂは、次の進路目標である右舷方の本件マ

リーナの桟橋照明灯に注意を向け、前路の適切な

見張りを行っていなかったことから、出港するＡ

船に気付かなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、法定灯火を表示していた可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、夜間、御前崎港において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が港内に

向けて右転中、船長Ａ及び船長Ｂが適切な見張りを行っていなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




